
缶・びん・ペットボトル収集運搬業務委託

から排出される缶・びん・ペットボトル及び小さな金属類を

収集し、処理施設まで運搬します。

５　その他特約事項 なし

６　現場説明 不要

７　委託概要 栄 区

３　履行期間 令和７年４月１日　から　令和８年３月31日　まで

４　契約区分 ■　確定契約　　　　□　概算契約

２　履行場所 栄 区

設　計　書

１　委託名

令和７年度　一般会計　歳出　第１０ 款　２ 項　１ 目　12節　委託料

受付番号
種目番号

連絡先
委託担当 資源循環局

業務課 計画係 担当者名 富永　凜生
電話 045-671-2551

栄 区



■　する（12回以内）　　　　□　しない

￥

￥

￥

８　部分払

部　分　払　の　基　準

業務内容 履行予定月 金額

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

消費税及び地方消費税相当額

１２月

１月

２月

横　浜　市　資　源　循　環　局

３月

※金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。
※税抜き総額の12分の１を１月分の金額とし、小数点以下は切り捨てとする。
※税抜き総額との差額分が生じた場合は３月分の部分払で調整する。

契約代金額

栄区
缶・びん・ペットボトル収集運搬業務委託

４月

５月

業務価格



摘      要金    額（円）単 価（円）単 位数   量 形状寸法等名              称 

内  訳  書

栄区　 缶・びん・ペットボトル収集運搬業務委託

運転手 1 式

現場責任者 1 式

直接人件費 A

作業助手 1 式

車両 1 式

直接物品費 B

燃料 1 式

車両管理 1 式

C 　（A＋B）直接業務費

E 　（C＋D）業務原価

業務管理費 1 式 D

一般管理費 1 式 F

　（E＋F）

消費税等相当額 Ｈ 　（Ｇ×10％）

業務価格 Ｇ

　（Ｇ＋Ｈ）

※概算数量の場合は，数量及び金額を（　　）で囲む

横　浜　市　資　源　循　環　局

契約代金額 Ｉ



 

 

 

収集運搬業務委託 一般仕様書 

 

１ 適用 

  本仕様書は、横浜市資源循環局業務課が発注する「プラスチック資源収集運搬業務委託」及び「缶・びん・ペ

ットボトル収集運搬業務委託」に適用する。 

 

２ 契約書の構成 

本契約は、本契約書本体のほか、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。 

（１） 廃棄物処理委託契約約款 

（２） 設計書 

（３） 一般仕様書 

（４） 特記仕様書 

（５） 別添資料 

 

３ 用語の定義 

  本仕様書、特記仕様書及び別添資料で使用する用語の定義は、「用語の定義」＜別添１＞のとおりとする。 

 

４ 業務内容 

  本業務は、履行期間内に一般家庭から排出される資源物を所管事務所が定める収集運搬計画に基づき収集し、

当日中に搬入施設に運搬及び搬入するものである。 

 

５ 収集品目等 

  特記仕様書で定める。 

 

６ 収集場所 

  所管事務所が指示する集積場所及び戸別排出場所。 

 

７ 搬入施設等 

  特記仕様書で定める。なお、施設の故障、点検、整備、修繕、又は処理状況等により、搬入施設を変更する場

合があるが、この場合でも契約変更の対象とはならない。 

 

８ 履行期間等 

（１） 履行期間 

    設計書で定める。 

（２） 収集日 

ア 一週間あたりの収集日は月曜日から土曜日までの６日間である。 

イ 12 月 31 日から１月３日までの期間及び台風等の荒天時については、収集を休止する場合があるので、

業務課又は所管事務所より休止の指示があった場合はその指示に従い、翌週の同曜日に休止による増加分

の収集量も含めて、収集及び搬入を完了すること。なお、この場合でも契約変更の対象とはならない。 

（３） 収集時間等 

ア 収集曜日の午前８時 15 分から収集を開始し、当日の午後４時までに搬入施設への搬入を完了すること。 

なお、搬入施設へは、業務課又は所管事務所が指示する搬入が可能な時間内に搬入すること。 

  イ 地域行事の開催等により収集開始時間を早める必要が発生した場合は、業務課又は所管事務所の指示に

より午前８時15分以前の収集開始に対応すること。 

ウ 荒天等により止むを得ず当日中に収集及び搬入を完了できない場合は、業務課又は所管事務所の許可を

得たうえで、翌日以降に該当部分について収集及び搬入を完了すること。 

 

９ 業務従事者の選定及び業務従事者への研修 

（１） 受託者は、本業務の履行開始前の２月末日までに業務従事者（予定者）を選定すること。なお、本業務の 

履行に必要な業務従事者及びその人数は次のとおりとする。 



ア 現場責任者：１名 

（ア） 現場副責任者、運転手又は作業助手と兼任してはならない。 

（イ） 本年度における資源物収集運搬業務委託において、３契約以上兼任してはならない。 

イ 現場副責任者：１名 

運転手又は作業助手との兼任を認める。 

ウ 運転手及び作業助手：特記仕様書に定める収集計画車両台数１台につき各１名以上 

（２） 受託者は、廃棄物の収集運搬業務の経験者を業務従事者に選定するよう努めること。また、廃棄物の収

集運搬業務に１年以上従事した経験者を責任者等に選定すること。 

（３） 受託者は、業務従事者に対し研修及び指導等を実施し、次に定める業務従事者として求められる能力を

確保すること。 

ア 業務従事者共通 

（ア） 横浜市資源循環局の取組や、分別ルールを理解していること。 

  （イ） 収集地域、収集運搬計画及び収集場所等について理解し、円滑に業務を遂行できること。 

  （ウ） 搬入施設での搬入方法及び搬入経路等について理解していること。 

（エ） 事故等の発生時に、「事故等発生時における対応について」＜別添２＞に定める必要な対応が正確に

できること。 

（オ） 苦情を受けた時、事故等又は災害発生時等に的確な対応ができること。 

 （カ） 「個人情報取扱特記事項」＜別添３＞を遵守できること。 

  （キ） 市民等へ親切丁寧な応対ができること。 

イ 責任者等 

（ア） 本業務を確実に履行するために、収集運搬作業員へ適切に指示ができること。 

（イ） 本業務内容及び実施状況について理解し、日々の業務管理ができること。 

（ウ） 収集運搬作業員の労務及び安全衛生等についての管理ができること。 

（エ） 収集運搬作業員に業務従事者として求められる能力が確保されるよう適切な指導ができること。 

ウ 運転手 

 （ア） 収集運搬車両の運転及び操作方法に熟知し、横浜市「安全作業マニュアル」＜別添４＞に従い、安全

運転及び安全作業ができること。 

（イ） マナーの良い運転及びエコドライブができること。 

エ 作業助手 

   収集運搬車両の操作方法について熟知し、横浜市「安全作業マニュアル」＜別添４＞に従い、安全作業

ができること。 

（４） 本業務の履行開始前又は履行期間中に業務課又は所管事務所から業務従事者への研修等の実施について

指示があった場合、受託者はその指示に従うとともに、研修等の内容について書面及び口頭にて報告を行

い、確認を受けること。 

（５） 本業務の履行開始前又は履行期間中に業務課又は所管事務所が研修等を行う場合、受託者はこれに参加

すること。なお、研修参加経費は受託者の負担とする。 

（６） 受託者は、仮契約締結後、速やかに所管事務所に出向き、収集運搬計画や緊急時を含む連絡体制、研修

の内容など、業務履行に必要な事項についての事前調整を行うこと。 

また、調整内容について、業務従事者（予定者）に対する指示及び監督を行うこと。 

（７） 次に該当する受託者は、仮契約締結後に経路巡回研修を実施する随意契約を業務課と締結すること。 

  ア 前年度に同一行政区及び同一品目を受託していない受託者。 

イ 前年度に同一行政区及び同一品目を受託していたが、本契約の収集運搬計画が前年度から大幅に変更さ

れ、経路巡回研修が必要であると業務課が判断した受託者。 

（８） 前項における経路巡回研修の取り扱いは、次のとおりとする。 

ア 本業務の履行開始前の業務課が指示する２週間を上限とした期間で実施すること。なお、研修期間や経

路走行回数等の研修内容については、受託者の資源物収集運搬業務委託の過年度受託実績に応じて決定す

るものとする。 

イ 受託者は、本業務の履行に必要な業務従事者（予定者）を（８）アに定める研修に参加させること。 

ウ 受託者は、特記仕様書に定める収集計画車両台数分の収集運搬車両を用いて研修を実施すること。 

エ 収集運搬計画に基づき、収集運搬作業員（予定者）全員が、受託者の収集運搬車両で全経路を１回から 

２回走行し、収集順路や搬入施設までの経路等を必ず確認すること。 

 

 



10 責任者等の責務 

責任者等が果たさなければならない責務は、次のとおりとする。 

（１） 責任者等共通 

  ア 本業務の公共的使命の重大性に鑑み、収集運搬作業員の争議、退職及び欠勤等に対処できる体制を整え

ておくとともに、労務管理を十分に行わなければならない。 

  イ 収集運搬作業員の士気高揚、意思統一、連絡事項及び注意事項の周知徹底等を図るため、毎朝必ず収集

及び運搬作業の開始前に、その日作業に従事する全収集運搬作業員を集め朝礼を行うとともに、収集運搬

作業員の体調管理にも気を配らなくてはならない。 

  ウ 収集運搬作業員の出発後すぐに当日の稼動車両や人員について、当日の業務完了後すぐに完了時間や作

業状況について、所管事務所に毎日報告を行うこと。なお、報告の方法については所管事務所の指示に従

うこと。また、定められた時間内に業務が開始及び完了しない恐れがある場合や開始及び完了しなかった

場合は、速やかに所管事務所へ報告し、指示に従わなくてはならない。 

  エ 業務課又は所管事務所から指示があった場合は、速やかに業務課又は所管事務所を訪れ、連絡及び調整

等を行わなければならない。  

  オ 事故又は災害発生時等も含め、全収集運搬作業員との連絡が円滑に行われるような体制を整え、業務課

又は所管事務所からの作業指示等の情報伝達や、収集運搬作業員からの情報収集等を行い、円滑な業務履

行に努めなければならない。 

（２） 現場責任者 

    収集及び運搬作業には従事せず、現場総監督者として業務に関する指揮監督及び一切の事項を処理しな

ければならない。また、携帯電話及びＥメール等により業務課又は所管事務所と必ず連絡が取れる体制及

び事故等又は災害発生時等にはすぐに現場や所管事務所へ行く体制を整えなければならない。 

（３） 現場副責任者 

    現場責任者を補佐し、現場責任者が事故等で不在のときにはその職務を代理しなければならない。 

 

11 車両及び機材等 

（１） 受託者は、本業務履行開始前の２月末日までに、本業務の履行に必要な収集運搬車両を確保すること。 

なお、必要な収集運搬車両の種類及び台数等は特記仕様書で定める。ただし、収集運搬車両の種類につ

いて業務課又は所管事務所が認めた場合はこの限りではない。 

（２） 受託者は、故障や点検等により収集計画車両が不足した際は、速やかに所管事務所へ詳細を報告し、予

備車両を稼働させるなど、常に収集計画車両台数での収集及び運搬作業が行える体制を整えること。 

（３） 受託者は、本契約における収集計画車両について、他の資源物収集運搬業務委託契約における収集運搬

車両として充てることはできない。また、本契約における予備車両として複数の車両を登録する場合は、

そのうち１台を除いて他の資源物収集運搬業務委託契約における予備車両として充てることができる。 

（４） 受託者は、全ての収集運搬車両に次の仕様を満たすドライブレコーダーを搭載し、本業務の履行中は常

時録画すること。なお、業務課又は所管事務所より録画記録の確認、提出又は保存等の指示があった場合

は、その指示に従うこと。 

  ア 収集運搬車両の衝撃等を検知し、衝撃のあった前後の映像を上書きから保護する機能を内蔵したもの。 

イ ２日分の業務時間を常時保存可能な録画容量を確保できるもの。 

ウ 10fps以上のフレームレートで録画できるもの。 

（５） 受託者は、収集運搬車両の両側面に受託者名（１文字あたり、縦９cm、横７cm以上とし、横書きでバラ

ンスよく）を明示すること。また、受託者名以外の事業者名等が表示されている場合は、消去又は見えな

いようにすること。 

（６） 受託者は、収集運搬車両の両側面に業務内容を、車両の前後に受託区等を、それぞれ所管事務所が貸与

する着脱可能なマグネットシートを用いて、受託者名に重ならないように明示すること。また、所管事務

所より横浜市施策の推進又は啓発のためのマグネットシート等の貸与を受けた場合は、同様に明示するこ

と。 

ただし、各種マグネットシート等の取り扱いについて業務課又は所管事務所より指示があった場合は、

その指示に従うこと。なお、本業務以外の目的で収集運搬車両を使用する場合は、マグネットシートを外

すこと。 

（７） 受託者は、常に収集運搬車両の清潔を保持しなければならない。全ての収集運搬車両を洗車できる施設

を周辺の環境に配慮のうえ確保し、収集した資源物が汚れないよう、架装荷箱内の清掃及び洗浄を毎日の

収集及び運搬作業の開始前に行っておくこと。なお、横浜市の施設、搬入施設及び施設側の迷惑になる場

所を使用してはならない。また、収集した資源物に影響を及ぼすような架装荷箱内の汚れが発生した場合



は、所管事務所に連絡し、指示に従うこと。 

（８） 受託者は、毎朝収集及び運搬作業の開始前に、業務従事者に運行開始前点検を行わせるとともに、点検

の結果を確認すること。また、整備不良がないよう収集運搬車両を適正に維持管理すること。 

（９） 受託者は、本業務の履行期間中、全ての収集運搬車両の自動車任意保険に加入すること。なお、自動車

任意保険の補償内容は対人対物無制限とすること。 

（10） 収集運搬車両は、市民等から見て、横浜市が保有する塵芥車と混同しないよう、白と青色の組み合わせ

ではない色で塗装されていること。また、本業務の公共性を踏まえた塗装とし、収集運搬車両の塗装に関

して業務課より指示があった場合は、その指示に従うこと。 

（11） 受託者は、本業務の履行開始前の２月末日までに、全ての収集運搬車両を駐車することができる車両保

管場所を、委託契約したブロック内に周辺の環境に配慮のうえ確保すること。 

 

12 作業上の指示事項 

（１） 受託者は、８（３）イ・ウに記載されている場合を除き、午前8時15分から特記仕様書に定める収集計

画車両台数で収集を開始し、収集運搬計画に基づき決められた順番どおりに集積場所を巡回するとともに、

道路交通法を守って資源物を収集及び運搬すること。また、当日の各車の収集及び運搬作業の完了まで本

業務以外の業務を行ってはならない。なお、本業務の履行期間中において所管事務所が収集運搬計画を変

更する場合（収集運搬ルートの変更や繁華街及び地域の実情に応じた戸別収集等）、受託者は所管事務所の

指示に従い対応すること。 

（２） 受託者は、所管事務所より指示があった場合は、本業務の履行に必要な情報共有を円滑に行うため、集

積場所の位置等が記載された住宅地図を、本業務の履行開始前に用意すること。なお、地図の調達及び維

持管理費については、受託者の負担とする。 

（３） 受託者は、本業務を円滑に履行するために必要な情報共有のため、定期的に所管事務所に来庁すること。 

なお、来庁頻度等の詳細については所管事務所の指示に従うこと。 

（４） 受託者は、駐停車車両や道路工事等によって収集に支障が生じた場合には、速やかに所管事務所に連絡

し、収集が可能となった後に速やかに収集を行うこと。 

（５） 受託者は、収集曜日ごとに概ね同じ時刻に収集するよう努めること。万が一、収集時間が大幅にずれる

恐れがある場合や、大幅にずれた場合は所管事務所に速やかに報告し、所管事務所の指示に従うこと。 

（６） 資源物の取り忘れについて、業務課又は所管事務所から収集の指示が17時までにあった場合、受託者は

これを当日中に速やかに収集すること。また、17時以降に業務課又は所管事務所から連絡があった場合に

ついても、翌収集日の朝一番に収集するなど、対応を当日中に決定すること。なお、年度当初等における

取り忘れ等の対応については、所管事務所と調整を行うこと。 

（７） 受託者は、資源物を収集、運搬及び搬入する際は、収集運搬車両１台につき安全作業が確保できるに足

る、複数人を乗車させること。 

（８） 受託者は、収集及び運搬作業中に収集運搬車両の後部及び側面に乗車してはならない。 

（９） 受託者は、SDカードを使用し、収集中に所管事務所が指定する広報アナウンスを流すこと。ただし、所

管事務所より指示があった場合はその指示に従うこと。なお、SDカードは、音源のみを所管事務所から提

供することとし、SDカード本体（容量256MB以上）は受託者が用意すること。 

（10） 集積場所においては、受託者は排出されている資源物の収集後、集積場所散乱防止ネットやネットボッ

クス等を折りたたんで片付け、箒及び塵取等を使用し、周囲の清潔を保持しなければならない。ただし、

所管事務所より指示があった場合はその指示に従うこと。 

（11） 集積場所に、特記仕様書で定める収集品目以外が混入し、リサイクルにあたって処理に著しく支障をき

たすごみや収集曜日が間違っているものなどが排出されていた場合については、受託者は所管事務所指定

の取り残しシールに取り残し理由を記入し、ごみに貼付したうえで、取り残し啓発を行うこと。なお、取

り残し啓発の方法について所管事務所より指示があった場合は、その指示に従うこと。また、不法投棄や

事業系ごみと疑われるものなどが排出されていた場合には、速やかに所管事務所に連絡し、その指示に従

うこと。 

（12） 搬入施設における計量や資源物の排出等の搬入方法について、受託者は業務課、所管事務所又は搬入施

設職員の指示に従うこと。なお、所管事務所より計量カードの貸与を受けた場合は、収集した資源物を搬

入施設に搬入する際に持参すること。また、計量カードに登録されている車両番号と相違する収集運搬車

両では使用しないこと。ただし、業務課又は所管事務所から特に指示があった場合はこの限りではない。 

（13） 搬入施設へ搬入する際、搬入物検査を実施する場合があるが、その際受託者は、業務課、所管事務所又

は検査員の指示に従うこと。 

（14） マンション等の集積場所に立ち入るために、所管事務所は受託者に鍵やリモコン等を貸与することがあ



るので、該当の集積場所を収集する際には、持参すること。 

（15） 資源物の収集及び運搬に際し、通行禁止道路や幅員規制道路を通行する場合については、受託者は通行

許可等を予め取得するなどの対応を行うこと。 

（16） 受託者は、台風や降雪等の荒天時においても本業務を行える体制（タイヤチェーン等の車両装備も含む）

を構築すること。また、荒天時は、収集及び運搬作業の開始や途中経過等の当日の作業状況について所管

事務所に報告し、その指示を受けること。なお、荒天が当日中に回復し業務を再開できる状況になった場

合は、所管事務所の指示に従うこと。 

（17） 受託者は、収集及び運搬作業の開始前の待機時、昼食等の休憩時など収集運搬車両のアイドリングを行

う場合は必要最小限に留め、エコドライブを実施すること。 

（18） 受託者は、本業務履行中に収集運搬車両から汚水等を道路や搬入施設等で排出しないようにすること。 

（19） 収集方法、収集及び運搬ルート並びに収集時間等について、地域事情への対応等により変更になる場合、

受託者は所管事務所の指示に従うこと。 

 

13 安全作業 

（１） 受託者は、本業務を行うに際しては、横浜市「安全作業マニュアル」＜別添４＞に従い、常に安全運転及

び安全作業に留意し、事故等の防止に努めること。また、資源物を収集、運搬する際は収集物が飛散及び

落下しないよう十分に注意するとともに、過積載とならないようにすること。 

（２） 受託者は、事故等が発生した場合は、直ちに所管事務所等に電話等で報告し、適正な初動対応を行った

うえで、事故速報を当日中に提出する（ただし、事故発生時刻が16時以降の場合、事故速報の提出日につ

いてはこの限りではない。）など、「事故等発生時における対応について」＜別添２＞に基づき適切に対応

するとともに、過失割合にかかわらず関係者に対して誠意を持って対応しなければならない。なお、事故

等が発生した際のドライブレコーダーの録画記録は必ず保存し、業務課に提出すること。 

（３） 受託者は、事故等によって安全作業上の問題が発生した場合には、従来の収集運搬作業員の組み合わせ

を変更するなど、必要な措置を講じること。 

 

14 災害発生時の対応 

（１） 受託者は、災害発生時であっても業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。 

（２） 受託者は、災害発生時や避難指示が発令された場合の収集及び運搬作業等については、業務課又は所管

事務所の指示に従うこと。特に市内で震度５強以上を観測した場合には、速やかに業務課又は所管事務所

に業務従事者の安否状況、収集運搬車両の被害状況、作業状況及び受託者自身の会社運営状況等を報告す

ること。電話等での連絡ができない状況の場合には、翌収集日の稼動時間前までに所管事務所に参集する

などして、連絡をとること。 

（３） 受託者は、災害発生時には、市民等の避難場所（地域防災拠点等）にも集積場所が設置されるなど、収集

運搬計画を変更する場合があるため、業務課又は所管事務所の指示に従い収集、運搬すること。また、搬

入施設、搬入時間についても変更する場合があるため、業務課又は所管事務所の指示に従うこと。なお、

上記の場合でも契約変更の対象とはならない。 

（４） 受託者は、災害時の対応を円滑に行うために横浜市が実施する防災訓練について、業務課又は所管事務

所から指示があった場合は協力すること。 

 

15 緊急事態発生時の対応 

受託者は、前項の場合を除く感染症の蔓延等の緊急事態発生時であっても業務の履行が可能な体制を整える

こと。 

ただし、受託者の責めに拠らない理由で収集体制の確立に著しく支障が生じた場合は、業務課と協議のうえ

対応すること。 

 

16 労務管理 

（１） 受託者は、業務従事者の労務管理等にあたっては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険

法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること。 

（２） 受託者は、新規に業務従事者の雇い入れを行う際、雇用対策法に基づき、当該募集及び採用に係る職務

の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者

が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示すること。 

 



17 市民等への応対 

（１） 受託者は、本業務の効率的実施と業務の公共性を充分に認識し、常に横浜市の業務を請け負っているこ

とを念頭に置き、車両の運転や駐停車位置等について十分配慮するとともに、作業に際しては、服装、言

葉づかい及び態度等において市民等の信頼を損なわないようにし、市民等への奉仕を心がけること。 

（２） 受託者は、いかなる理由があっても、市民等から金品その他の物を収受してはならない。 

（３） 受託者は、市民等から本業務に関する苦情等を受けた際は、内容如何に関わらず誠意を持って応対する

こと。応対内容は速やかに所管事務所に報告し、指示があればそれに従うこと。 

（４） 受託者は、収集運搬作業員に対して作業中は常に長袖、長ズボンの作業着（受託者内で統一したものに

限る）、手袋、安全靴及びその他業務従事者の安全対策上必要なものを着用させること。 

 

18 年末及び年始の対応 

12月20日頃から翌年１月10日頃までの期間における収集量の増加等に対応するため、受託者は、次の各項

に記載のとおり対応すること。 

（１） 収集量が増加する期間においても、本仕様書に定める時間内に資源物を収集及び運搬し、搬入施設へ搬

入する必要があることから、所管事務所と事前に調整を行ったうえで、所管事務所の指示に従い新たな人

員及び収集運搬車両を確保すること。なお、新たな人員及び収集運搬車両を確保する場合は、業務課又は

所管事務所が指示する期日までに、本仕様書に定める必要な書類を提出すること。 

（２） 年内最終収集日は、収集作業完了後の各集積場所の見回りや後出しに対する対応、取り残し等の作業状

況等の報告を所管事務所の指示に従って実施すること。 

 

19 提出物及び業務等の報告 

（１） 受託者は、本業務に従事する全ての業務従事者（予定者）の氏名及び職務分担等を記載した「業務従事

者選定通知書」、「運転手の運転免許証の写し」を、本業務の履行開始前の２月末日までに提出すること。 

また、本業務の履行開始前及び履行期間中において、業務従事者（予定者を含む）の変更等、記載事項

に変更がある場合は速やかに業務課へ報告し、これらの書類を再提出すること。なお、運転手の運転免許

証が更新された場合は、随時、その写しを提出すること。 

（２） 受託者は、個人情報取扱特記事項＜別添３＞に基づき、研修実施報告書・誓約書＜別添３＞、及び本業

務に従事する全ての業務従事者（予定者）の氏名を記載した「研修実施明細書」＜別添３＞を、本業務の

履行開始日までに提出すること。なお、「安全管理措置報告書」については、提出を求めないこととする。 

また、本業務の履行開始前及び履行期間中において、業務従事者（予定者を含む）の変更等、記載事項

に変更がある場合は速やかに業務課へ報告し、これらの書類を再提出すること。 

（３） 受託者は、全ての収集運搬車両の車種及び車両番号等を記載した「車両台帳」、「自動車検査証の写し」、

「任意保険証券の写し」、「車両の全体像が分かる写真（車両番号及びドライブレコーダーの搭載を確認で

きる内容）」を本業務の履行開始前の２月末日までに提出すること。なお、電子車検証の交付を受けている

場合は、自動車検査証記録事項の写しを提出すること。また、本業務の履行開始前及び履行期間中におい

て、収集運搬車両の変更等、記載事項に変更がある場合は、変更予定日等を記載した変更届と併せ、これ

らの書類を変更する１週間前までに提出すること。なお、自動車検査証や任意保険証券が更新された場合

は、随時、自動車検査証記録事項の写しや任意保険証券の写しを提出すること。 

（４） 受託者は、収集運搬車両を洗車できる施設、収集運搬車両の保管場所、毎朝の朝礼場所の所在地を確認 

できる書類及び車両保管場所の使用権原を証明する契約書等の写しを本業務の履行開始前の２月末日まで

に提出すること。 

また、本業務の履行開始前及び履行期間中において、洗車できる施設、車両保管場所及び朝礼場所の変

更等、記載事項に変更がある場合は、速やかに業務課へ報告し、これらの書類を再提出すること。 

（５） 受託者は、責任者等の平常時及び緊急時の連絡先について本業務の履行開始前の２月末日までに書面に

て届け出ること。また、本業務の履行開始前及び履行期間中において、責任者等の連絡先を変更する場合

は、速やかに業務課へ報告し、これらの書類を再提出すること。 

（６） 受託者は、本業務において貸与物品の引き渡しを受けた際に所管事務所より求められた場合は、借用書

を提出すること。また、貸与物品は次のとおり取り扱うこと。 

ア 適正に管理し、本業務の履行完了時には速やかに返却すること。 

イ 転貸又は委託業務以外の用途に供してはならない。 

ウ 紛失又はき損した場合は、速やかに所管事務所へ連絡し、求められた場合は、書面にて報告すること。

この場合において、受託者はその損害額を弁償しなければならない。なお、紛失した貸与物品が発見され

た場合は、速やかに返却すること。その際、既に支払われている損害額は返還しないものとする。 



（７） 受託者は、廃棄物処理委託契約約款に従い、次の書類を提出すること。 

ア 委託業務完了部分確認請求書（履行済部分に相応する契約代金額の部分払を請求する場合） 

    当該請求に係る履行済部分の履行完了日から７日以内に提出すること。 

イ 委託契約履行完了届出書 

    本業務の履行完了後、７日以内に提出すること。 

（８） 受託者は、当日の業務実施状況を所定の「作業運転日報」に記載し、「計量伝票の写し」と共に所管事務

所の指示する方法により翌収集日の正午までに所管事務所に提出すること。なお、「計量伝票の写し」は「作

業運転日報」に貼り付けず、別紙に伝票の情報が確認できる状態で貼り付けるなどして提出すること。 

また、計量伝票を、本業務の履行完了日から１年間保管すること。 

（９） 受託者は、本契約に定める事項のほかに、業務課又は所管事務所から業務等の報告又は書類若しくは記

録等の提出の指示があった場合は、その指示に従うこと。 

（10） 受託者は、業務等の報告又は書類若しくは記録等の提出を行う際は、次のとおり対応すること。 

なお、業務等の報告又は書類若しくは記録等の提出に必要な費用については、受託者の負担とする。 

  ア 本契約に定める期日又は本業務の履行開始前若しくは履行期間中に業務課又は所管事務所が指示する期

日までに報告又は提出すること。 

イ 業務課又は所管事務所より報告先又は提出先若しくは提出様式等の指示があった場合は、その指示に従

うこと。 

ウ 業務課又は所管事務所より提出物の記載事項等の訂正を求められた場合には、遅滞なく速やかに訂正を

行い、再度提出すること。 

エ 報告又は提出物の内容について、本業務の履行開始前又は履行期間中に業務課又は所管事務所が調査又

は検査を行う場合があるので、受託者は協力するとともに指示に従うこと。 

 

20 関係法規 

受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令、同施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源

化及び適正処理に関する条例及び同規則、道路交通法、道路運送車両法、その他関係法規を遵守しなければな

らない。 

 

21 契約の解除 

業務課は、廃棄物処理委託契約約款に定める契約の解除に関する規定のほか、受託者が仮契約締結後に横浜

市の一般廃棄物収集運搬業の許可を失った場合は、この契約を解除することができる。 

 

22 その他 

（１） 受託者は、本業務の履行に当たり、横浜市の施策に協力すること。 

（２） 受託者は、業務課又は所管事務所の指示に従い、次年度受託者に対して研修等の協力をするとともに、

速やかに本業務の引継ぎを行うこと。 

（３） 受託者は、本業務上知りえた情報を外部に漏らしてはならない。また、本業務上知りえた情報を使用し

て、受託内容以外の他の業務の営業を行ってはならない。 

（４） 本業務の履行確認の一環として、事業所又は車両保管場所等への立入調査及び帳簿書類又はその他の物

件の検査等を業務課又は所管事務所が行う場合があるので、受託者は、これに協力しなければならない。 

（５） 受託者は、本契約に定める事項を遵守し、本業務を適正に履行すること。なお、受託者が本契約に定め

る内容を遵守しない又は本業務を適正に履行していないと認められる場合において、業務課又は所管事務

所より改善の指示を受けた際は、直ちにその指示に従うとともに、改善状況について報告すること。 

（６） 本委託契約に定める事項のほか、本業務の実施に関する事項については、業務課又は所管事務所と受託

者が協議のうえで決定すること。 



１　収集品目等
　　横浜市一般廃棄物処理実施計画に定める分別区分のうち、缶・びん・ペットボトル及び小さ
　な金属類とする。
（１）　缶・びん・ペットボトル及び小さな金属類は、同時に収集及び運搬すること。ただし、
　　　収集運搬車両に小さな金属類を積載しきれなくなった場合は、所管事務所に連絡後、定め
　　　られた時間内に別途収集及び運搬すること。
（２）　小さな金属類の収集及び運搬に際しては、収集運搬車両に箱を設置する、袋を搭載する
　　　などして、缶・びん・ペットボトルと混載しないこと。なお、設置する箱又は搭載する袋
　　　の大きさ、設置場所及び搭載場所については、所管事務所と事前に相談及び調整すること。
（３）　小さな金属類は、缶・びん・ペットボトルとは別に、搬入施設内の指定された排出場所
　　　に排出すること。また、排出時に小さな金属類が飛散又は散乱しないよう注意を払うこと。
（４）　収集する小さな金属類がビニール袋等に包まれている場合は、排出時にビニール袋等を
　　　取り除くこと。ただし、刃物等危険なもの、ビニール袋等を取り除いた際に散乱する恐れ
　　　のあるものは、ビニール袋等を取り除かずに排出してよいこととする。なお、取り除いた
　　　ビニール袋等は缶・びん・ペットボトルと一緒に排出すること。

２　履行に必要な収集運搬車両の種類
（１）　車体の形状：塵芥車（回転板式）
（２）　車体の寸法：全長550ｃｍ以内、全幅200ｃｍ以内
（３）　最大積載量：概ね２ｔ（缶・びん・ペットボトルを0.58ｔ以上積載できる車両）
（４）　使用権原　：自己所有又は自動車検査証上の使用者が受託者である車両
（５）　その他
　　ア　「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に
　　　関する特別措置法」（通称：「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」）及び「神奈川県生活環境の保全
　　　等に関する条例」に適合した車両
　　イ　放送装置（SDカード式）を搭載している車両
　  ウ　ETC車載器を搭載している車両

３　履行に必要な収集運搬車両の台数
（１）　収集計画車両台数：４台
（２）　予備車両台数　　：１台以上

４　搬入施設

(※)

５　栄区参考データ

（※）
（※）収集量は缶・びん・ペットボトルの実績である（小さな金属類は含まない）。

(令和６年４月１日時点)(令和６年４月１日時点)

世帯数
(令和６年３月末時点)

集積場所数人口

参考値であるため転入出や地域事情等による変動は契約変更の対象とはならない。

収集量

約 55,000 世帯 約 121,000 人 約 2,200 箇所 約 1,600 ｔ

(令和５年度年間実績)

履行開始前又は履行期間中に、施設の故障、点検、整備、修繕、又は処理状況等
により、業務課又は所管事務所より搬入施設変更の指示があった場合、受託者は
その指示に従うこと。
なお、搬入施設の処理状況に応じて収集運搬計画上の搬入施設の変更を指示する
場合、本仕様書で求める車両台数や、有料道路の使用有無に変更を生じないと考
えられる範囲において搬入施設変更を実施することを原則とする。

令和７年度 収集運搬業務委託 特記仕様書（栄区 缶・びん・ペットボトル）

缶・びん・ペットボトル
小さな金属類

金沢資源選別センター 金沢区幸浦2-7-1

搬入施設収集品目



（実際の計画は変更の可能性有り）令和７年度栄区缶・びん・ペットボトル収集運搬業務委託 収集計画地図

月

火

水

木

金

土
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用語の定義 

用語 説明 

資源物 特記仕様書に定める収集品目のこと。 

資源物収集運搬業務委託 
横浜市資源循環局業務課が発注する「プラスチック資源収集運搬業務委

託」及び「缶・びん・ペットボトル収集運搬業務委託」のこと。 

業務課 横浜市資源循環局業務課のこと。 

所管事務所 
各区に設置されている横浜市資源循環局収集事務所のうち、設計書に定

める履行場所に設置されている収集事務所のこと。 

責任者等 業務従事者のうち、現場責任者及び現場副責任者のこと。 

収集運搬作業員 業務従事者のうち、運転手及び作業助手のこと。 

収集運搬車両 本業務に使用する塵芥車のこと。予備車両も含む。 

収集計画車両 収集運搬車両のうち、予備車両以外の車両のこと。 

収集運搬計画 

全収集地域を収集曜日ごとの６地域に分割し、収集エリア、集積場所等

の位置及び収集する順番などを定めた計画のこと。なお、収集運搬計画

は所管事務所が作成し、集積場所の新設、移動、廃止又は収集曜日の変

更若しくは収集エリアの調整などの事由により随時変更する。 

搬入 搬入施設へ運搬した資源物を計量し、指定された場所へ排出すること。 

事故等 
交通事故（私有地内で発生した場合も含む）、作業事故、労働災害などの

事故のこと。 

計量カード 
搬入施設に設置されている計量器を使用するために必要なカードのこ

と。 

取り残し 

集積場所に不適正に排出されたものについて、分別啓発の一環として日

付及び理由を記載したシールを貼り、置いていくこと。 
＜不適正な排出の例＞ 
① 特記仕様書で定める収集品目以外が混入し、リサイクルにあたって

処理に著しく支障をきたすもの 
② 分別されているが、曜日を間違えているもの 

取り忘れ 
市民が、収集曜日の朝８時までに集積場所へ資源物を適正に排出したに

もかかわらず、これを収集していないこと（事実関係が速やかに確認で

きない場合も含む）。 
 



事故等発生時における対応について

事故等発生

連絡・報告

全件、直ちに現場
責任者に連絡

交通事故全て
（私有地内含む）

又は、交通事故以
外で被害が甚大
な場合や相手方を
負傷・死亡させた
場合
⇒直ちに警察
に連絡

人身事故時
⇒直ちに消防機関
に連絡

収集運搬
作業員

現場責任者
（不在の場合は副責任者等）

所管
事務所

業務課

報告

直ちに所管事務所に電話等で報告
（被害が甚大な場合や人身事故の場合）業務課にも報告

報告確認 報告確認

内容や程度
によっては
業務課
からも

報告を指示
するため
対応する

待機

連絡体制の維持

事故等の状況について、知り得る情報を
逐一把握し、新しい情報が入り次第、

所管事務所に情報提供できるよう連絡体
制を維持する

（指示があった場合）

責任者等や関連する収集運搬作業員は
待機し、連絡体制を維持する

※ 事故等発生時は、被害の規模及び過失に関わらず以下に基づき、適正かつ迅速に対応すること。

☆ 所管事務所及び業務課にて把握したい内容

・発生日時、場所、発生からの経緯（時系列）、発生原因等及び人身、物損の別

・相手方の名前（又は法人名）、性別、年齢、住所、電話番号、車種、車両番号、
怪我の状況、車両又は構造物等の破損状況等、病院での診断結果、搬送先の医療機関名、
相手方（家族を含む）との話等 （その際、相手方に対して左記の情報を本市に報告する旨を伝える）

・当方の収集運搬作業員の名前、年齢、経験年数、車両番号、怪我の状況、
車両又は構造物の破損状況等、病院での診断結果等

・当日及び翌日以降への本業務の影響等

・現場写真及びその他、業務課又は所管事務所が必要と判断し、指示した事項

相手方への対応

相手方への謝罪、修理、費用弁済
等、適切な措置を行う

（指示があった場合）

怪我の回復状況や相手方との交
渉結果等について報告

報告書等の提出（事務所・業務課双方に送付）

事故概要について、当日中に「事故速報」をＥメール又はＦＡＸ
にて提出 （発生時刻が16時以降…翌稼働日提出）

対応結果等をまとめた「事故等報告書」を３稼働日以内に提出
（所管事務所・・・持参又はＥメール又はＦＡＸ
業務課・・・・・・・Ｅメール又はＦＡＸ）

（対応に日数を要する場合には、その理由と提出見込み時期
及び対応状況を業務課に連絡）

その後の対応

（発生後、直ちに）発生原因の分析、再発防止策の検討及び研修の実施

ドライブレコーダーの録画記録の保存後、速やかに提出

（指示があった場合）報告書等の早期提出、その他報告又は書類の提出等

確認 確認

確認

別添２
変更の可能性あり

現場対応・状況把握

現場へ急行し、
関係者へ誠意をもって対応する

相手方の連絡先を必ず控え、
容態等について情報収集を行う

（相手方、救急搬送時）
医療機関に急行し、
容態等について情報収集を行う



個人情報取扱特記事項

（令和５年４月） 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契

約」という。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情

報の重要性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当

たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関

係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人

情報の管理責任者を選任しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を

定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

４ 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体

制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により

委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出

た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該

変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。 

（従事者の監督） 

第３条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

個人情報を収集しなければならない。 

 （禁止事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る

個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本件事務を処理する目的以外での利用

(2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを

別添３



除く。） 

 (3) 作業場所の外への持ち出し 

 （再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に

取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせ

る場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項

について、当該第三者（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第３号の子会社を

含む。以下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわ

たる委託（以下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託

者又はこれに類する者に求めなければならない。 

３ 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、

当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）

における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に

報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当す

る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者

が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含

む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第

１項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。 

５ 第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 （個人情報が記録された資料等の返還等） 

第７条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこと

となったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従

い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法によ

り処理するものとする。 

 （報告及び検査） 

第８条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託

者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができ

る。 

２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも

１年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所に

おいて検査するものとする。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担

とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担す

る。 



 （事故発生時等における報告） 

第９条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 （研修実施報告書の提出） 

第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書（第２号様式）を委託者に

提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提

出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対

して損害賠償の請求をすることができる。 

 (1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべ

き理由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することが

できないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏

えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該

受託者が負うものとする。 



（第２号様式）  

（Ａ４）  
 

 

 

 年 月 日 

（提出先） 

         

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書・誓約書 

 

個人情報の保護に関する法律第66条第２項の規定により準

用される同条第１項に定める措置の一環として、横浜市の個

人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り

扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法

令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合

の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙（全  

枚）のとおり報告いたします。 

個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項

を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り

扱うことを誓約いたします。 

 

 



（別紙） 

研修実施明細書 

 

 本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、

次のとおりです。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 氏    名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４） 



別添４


































































































